
               市
議
会
新
役
員（
敬
称
略
） 

◎
委
員
長
　
○
副
委
員
長 

総
務
協
働
委
員
会 

◎
森
口
達
也
〇
伊
藤
恵
子
　
日
比
野
郁
郎 

　
宇
藤
久
子  

加
藤
則
之
　
上
野
聡
久 

　
加
藤
哲
司 

厚
生
病
院
委
員
会 

◎
安
井
貴
仁
〇
沖
　
　

　
本
田
雅
英 

　
後
藤
敏
夫
　
西
山
良
夫
　
山
田
真
功 

　
太
田
幸
江 

文
教
建
設
委
員
会 

◎
大
鹿
一
八
〇
服
部
哲
也
　
垣
見
信
夫 

　
長
尾
日
出
男
　
小
山
高
史
　
垣
見
啓
之 

議
会
運
営
委
員
会 

◎
垣
見
信
夫
〇
長
尾
日
出
男
　
日
比
野
郁
郎 

　
伊
藤
恵
子
　
大
鹿
一
八
　
加
藤
則
之 

　
森
口
達
也 

海
部
地
区
環
境
事
務
組
合
議
会
議
員 

　
宇
藤
久
子
　
上
野
聡
久 

▽
専
決
第
１
号 

専
決
処
分
の
承
認
に
つ
い
て（
津
島
市
市
税

条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
） 

　
地
方
税
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、津
島

市
市
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
し
た
た
め
報

告
し
、承
認
を
求
め
る
も
の
で
す
。 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
承
認 

▽
議
案
第
４２
号 

津
島
市
監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て 

　
山
田
真
功
氏
を
選
任
し
、同
意
を
求
め
る

も
の
で
す
。 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
同
意 

   カ
ラ
カ
ラ
で
　
蛇
口
に
飛
び
込
む
　
僕
の
口 

水
道
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
を
市
役
所
、

神
守
支
所
、神
島
田
連
絡
所
で
行
い
ま
す
。
皆

さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

問
合
　
上
下
水
道
部
管
理
課
管
理
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
４
４
１
・
２
４
４
２ 
  

犬
・
猫
の
フ
ン
で
困
っ
て
い
る
方
が
た
く
さ
ん

い
ま
す
。 

散
歩
中
に
出
た
フ
ン
は
、必
ず
持
ち
帰
っ
て

処
分
し
ま
し
ょ
う
。「
飼
犬
を
伴
う
散
歩
に
関

す
る
条
例
」で
は
、飼
い
主
の
義
務
を
定
め
て

い
ま
す
。 

・
公
共
の
場
所
を
犬
の
フ
ン
で
汚
さ
な
い
。 

・
犬
の
フ
ン
を
処
理
す
る
た
め
の
袋
な
ど
を

携
帯
す
る
こ
と
。 

ま
た
、猫
は
家
の
中
で
飼
育
し
、近
隣
に
迷

惑
を
か
け
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。 

犬
の
登
録
と
狂
犬
病
予
防
注
射
は
、狂
犬
病

予
防
法
に
よ
る
飼
い
主
の
義
務
で
す
。 

・
生
後
９１
日
以
上
の
犬
は
、登
録
を
受
け
る

こ
と
。 

・
狂
犬
病
予
防
注
射
は
、毎
年
受
け
る
こ
と
。 

飼
い
犬
の
鳴
き
声
が
近
隣
に
迷
惑
を
か
け
て

い
る
事
が
あ
り
ま
す
。 

無
駄
に
ほ
え
た
り
し
な
い
よ
う
に
し
つ
け

を
し
ま
し
ょ
う
。 

し
つ
け
に
関
す
る
相
談
は
、愛
知
県
動
物

保
護
管
理
セ
ン
タ
ー（
1
０
５
８
６
ー

７８
ー

２
５

９
５
）ま
で
。 

飼
い
主
と
し
て
責
任
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。 

問
合
　
生
活
環
境
課
環
境
保
全
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
２
３
３ 

 

犬
・
猫
の
飼
い
主
の
方
へ
 

一
時
避
難
所
協
定
企
業
等
に
つ
い
て
 

お
知
ら
せ 

６
月
１
日

〜
７
日

第
５７
回
水
道
週
間
 

  

市
内
の
企
業
等
の
協
力
を
得
て
、一
時
避

難
所
が
２０
カ
所
に
な
り
ま
し
た
。
災
害
時
の

避
難
所
と
し
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

問
合
　
地
域
・
安
全
課
防
災
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
３
２
２ 

一時避難所協定企業等一覧 
校区 一時避難所企業等 所在地 

東 

西 

北 

神守 

蛭間 

高台寺 

神島田 

いちい信用金庫 

長田廣告 株式会社 

株式会社 野田塾 

株式会社 義津屋（本店） 

株式会社 綿新商店 

あいち海部農業協同組合 

有限会社 辰栄製作所 

株式会社 義津屋（ボナンザパーキング） 

株式会社 義津屋（北テラス） 

ナビシティ津島 

株式会社 ＴＤＥＣ 

西尾張シーエーティーヴィ 株式会社 

海部東農業協同組合 

株式会社 パックタケヤマ 

中北薬品 株式会社 

ニューコーポ金柳１番館 

ニューコーポ金柳２番館 

株式会社 新弘 

株式会社 名光精機 

社会福祉法人愛燦会（あいさんテラス） 

東柳原町１丁目 

東柳原町５丁目 

西柳原町３丁目 

大字津島 

今市場町４丁目 

大縄町９丁目 

江東町２丁目 

藤浪町１丁目 

片岡町 

宇治町 

越津町 

百島町 

神守町 

蛭間町 

白浜町 

金柳町 

金柳町 

大坪町 

鹿伏兎町 

中一色町 

「市政のひろば」つしま2015.6 ６ 
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平
成
２７
年
度
市
・
県
民
税
の
納
税
通
知
書

の
発
送
日
は
６
月
１０
日
と
な
り
ま
す
。
 

※
会
社
等
か
ら
支
払
わ
れ
る
給
与
か
ら
天
引

き
で
納
め
る
方
の
場
合
は
、５
月
１１
日
に

会
社
等
の
給
与
担
当
者
あ
て
に
「
税
額
通

知
書
」
を
発
送
し
ま
し
た
。
 

問
合
　
税
務
課
市
民
税
Ｇ
 

　
　
　
内
線
２
２
０
１
〜
２
２
０
４
 

   
次
の
減
免
理
由
に
該
当
す
る
方
は
納
付
前

に
申
請
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。（
申
請
期

日
を
過
ぎ
た
場
合
や
、既
に
納
付
し
た
税
額

に
つ
い
て
は
減
免
で
き
ま
せ
ん
） 

対
象
 

１
　
６
月
３０
日
現
在
に
お
い
て
平
成
２７
年
の

所
得
が
平
成
２６
年
の
所
得
に
比
べ
２
分
の

１
以
下
に
減
少
す
る
方
で
、平
成
２６
年
の

所
得
が
２
０
０
万
円
以
下
の
方
 

２
　
生
活
保
護
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
 

３
　
６
カ
月
以
上
長
期
療
養
を
要
す
る
方
で
、

平
成
２６
年
の
所
得
が
１
３
０
万
円
以
下
の

方
 

４
　
１
月
２
日
以
後
に
死
亡
し
た
方
の
う
ち
、

平
成
２６
年
の
所
得
が
２
０
０
万
円
以
下
の

方
 

５
　
雇
用
保
険
法
の
基
本
手
当
の
受
給
資
格

が
あ
る
方
で
、扶
養
す
る
親
族
な
ど
が
あ
り
、

平
成
２６
年
の
所
得
が
２
０
０
万
円
以
下
の

方
 

６
　
震
災
、風
水
害
、火
災
そ
の
他
こ
れ
ら
に

類
す
る
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
方
 

７
　
障
が
い
者
、未
成
年
者
、寡
婦
、被
爆
者

な
ど
で
、平
成
２６
年
の
所
得
が
、１
３
５
万

円
以
下
の
方
 

８
　
障
が
い
者
な
ど
で
市
民
税
の
納
税
義
務

を
負
わ
な
い
夫
と
生
計
を
一
に
す
る
妻
の

う
ち
、平
成
２６
年
の
所
得
が
１
３
５
万
円

以
下
の
方
 

９
　
勤
労
学
生
で
、所
得
割
を
課
さ
れ
な
い

方
 

申
請
期
日
 

１
に
該
当
す
る
方
…
７
月
３０
日

 

２
〜
６
に
該
当
す
る
方
 

　
減
免
理
由
の
発
生
の
日
か
ら
３０
日
を
経
過

し
た
日
、ま
た
は
最
初
に
到
来
す
る
納
期

限
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
 

７
〜
９
に
該
当
す
る
方
…
６
月
３０
日

 

申
請
場
所
　
税
務
課
市
民
税
Ｇ（
市
役
所
２

階
） 

該
当
項
目
に
よ
り
、必
要
な
添
付
書
類
や

減
免
額
が
異
な
り
ま
す
の
で
、詳
し
く
は
ご

相
談
く
だ
さ
い
。
 

問
合
　
税
務
課
市
民
税
Ｇ
 

　
　
　
内
線
２
２
０
１
〜
２
２
０
４
 

  上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
お
よ
び
配

当
所
得
に
対
す
る
軽
減
税
率
の
廃
止
 

上
場
株
式
等
の
譲
渡
所
得
等
お
よ
び
配
当

所
得
に
係
る
１０
％
軽
減
税
率（
所
得
税
７
％
、

住
民
税
３
％
）の
特
例
措
置
は
、平
成
２５
年
１２

月
３１
日
を
も
っ
て
廃
止
さ
れ
、平
成
２６
年
１
月

１
日
以
後
は
、本
則
税
率
の
２０
％（
所
得
税
１５

％
、住
民
税
５
％
）が
適
用
さ
れ
ま
す
。
 

               
※
平
成
４９
年
分
ま
で
の
所
得
税
に
は
、復
興

特
別
所
得
税（
税
率
２
・
１
％
）が
併
せ
て

徴
収
さ
れ
ま
す
。
 

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
の
延
長
・
拡
充
 

市
・
県
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

の
適
用
期
間
が
４
年
間（
平
成
２６
年
１
月
１

日
〜
平
成
２９
年
１２
月
３１
日
）延
長
さ
れ
、さ
ら

に
平
成
２６
年
４
月
１
日
以
降
に
居
住
を
開
始

し
た
場
合
の
控
除
限
度
額
が
９
万
７
５
０
０

円
か
ら
１３
万
６
５
０
０
円
に
引
き
上
げ
ら
れ

ま
す
。
 

※
市
・
県
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

は
、所
得
税
額
か
ら
控
除
し
き
れ
な
い
場

合
に
、控
除
限
度
額
以
下
の
範
囲
で
控
除

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

※
平
成
２６
年
４
月
１
日
〜
平
成
２９
年
１２
月
３１

日
の
控
除
限
度
額
は
、住
宅
の
取
得
対
価

の
額
ま
た
は
費
用
の
額
に
含
ま
れ
る
消
費

税
等
の
税
率
が
、８
％
ま
た
は
１０
％
で
あ
る
 

        
    　

 
  　

場
合
に
限
ら
れ
、そ
れ
以
外
の
場
合
に
お

け
る
控
除
限
度
額
は
所
得
税
の
課
税
総
所

得
金
額
等
の
５
％（
最
高
９
万
７
５
０
０
円
）

と
な
り
ま
す
。
 

問
合
　
税
務
課
市
民
税
Ｇ
 

　
　
　
内
線
２
２
０
１
〜
２
２
０
４
 

   
日
時
　
市
役
所
開
庁
日
の
午
前
８
時
３０
分
〜

午
後
５
時
１５
分
 

場
所
　
社
会
教
育
課
内
 

内
容
　
青
少
年
の
健
全
な
育
成
の
た
め
の
、

様
々
な
自
然
・
社
会
体
験
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
の
相
談
、情
報
提
供
 

問
合
　
市
青
少
年
体
験
活
動
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
支
援
セ
ン
タ
ー（
社
会
教
育
課
生
涯

学
習
Ｇ
内
）　
内
線
２
２
８
３
 

市
・
県
民
税
の
納
税
通
知
書
の
発
送
日
 

平
成
２７
年
度
市
・
県
民
税
の
主
な
変
更
点
 

市
・
県
民
税
の
減
免
を
受
け
る
方
は
、 

納
付
前
に
手
続
き
を
 

市
青
少
年
体
験
活
動
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
 

活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
の
ご
案
内
 

譲
渡
 

金融商品取
引業者等を
通じた譲渡
等 

３％（市民税１.８%、 
県民税１.２%） 
所得税７％ 

５％（市民税３％、
県民税２％） 
所得税１５％ 

５％（市民税３％、
県民税２％） 
所得税１５％ 

５％（市民税３％、
県民税２％） 
所得税１５％ 

３％（市民税１.８%、
県民税１.２%） 
所得税７％ 

上記以外 

配　　当 

平成２２年度～２６年度 平成２７年度～ 

現　　行 延長・拡充 

居住 
年月日 

控除 
限度額 

～平成２５年 
１２月３１日 

所得税の課税総 
所得金額等×５％ 
（最高９７,５００円） 

平成２６年１月１日～ 
平成２６年３月３１日 

所得税の課税総 
所得金額等×５％ 
（最高９７,５００円） 

平成２６年４月１日～ 
平成２９年１２月３１日 

所得税の課税総 
所得金額等×７％ 
（最高１３６,５００円） 

７ 「市政のひろば」つしま2015.6
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強
化
週
間
中
は
、相
談
時
間
を
延
長
し
、全

国
一
斉
に
電
話
相
談
に
応
じ
ま
す
。 

相
談
時
間
　 

　
平
日
　
午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
７
時 

　
土
・
日
曜
日
　
午
前
１０
時
〜
午
後
５
時 

※
強
化
週
間
以
外
は
平
日
の
午
前
８
時
３０
分

〜
午
後
５
時
１５
分
　 

内
容
　
い
じ
め
・
虐
待
な
ど
、子
ど
も
の
人
権

に
か
か
わ
る
悩
み
ご
と
、心
配
ご
と
な
ど

の
相
談 

※
相
談
内
容
の
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

ひ
と
り
で
悩
ま
ず
、気
軽
に
相
談
し
て
く

だ
さ
い
。 

相
談
専
用
電
話 

　
1
０
１
２
０
ー

０
０
７
ー

１
１
０ 

問
合
　
名
古
屋
法
務
局
人
権
擁
護
部 

　
　
　
1
０
５
２
ー

９
５
２
ー

８
１
１
１ 

　
　
　
内
線
１
４
５
０ 

       

対
象
　
平
成
２８
年
度
に
、佐
織
特
別
支
援
学

校
高
等
部
に
入
学
を
検
討
し
て
い
る
お
子

さ
ん
と
そ
の
保
護
者
の
方
　 

開
催
日
　
６
月
１７
日

 

場
所
　
佐
織
特
別
支
援
学
校（
愛
西
市
西
川

端
町
） 

※
開
催
日
以
外
の
日
に
も
随
時
相
談
に
応
じ

て
い
ま
す
。 

申
込
・
問
合
　
佐
織
特
別
支
援
学
校 

　
　
　
　
　  

1
３７
ー

２
０
６
１ 

   

暴
走
を
し
な
い
、さ
せ
な
い
、見
に
行
か
な
い 

騒
音
や
交
通
の
妨
害
、交
通
事
故
の
誘
発

な
ど
、暴
走
行
為
は
、大
き
な
危
険
を
と
も
な

う
迷
惑
行
為
で
す
。 

家
庭
や
学
校
、職
場
な
ど
の
地
域
全
体
が
一

丸
と
な
っ
て「
暴
走
族
を
許
さ
な
い
環
境
づ
く

り
」に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。 

問
合
　 

　
地
域
・
安
全
課
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
Ｇ 

　
内
線
２
３
６
２ 

　
市
青
少
年
問
題
協
議
会（
社
会
教
育
課
生

涯
学
習
Ｇ
）　
内
線
２
２
８
３ 

  

現
在
、手
当
を
受
け
て
い
る
方
は
、前
年
の

所
得
状
況
や
児
童
の
養
育
状
況
等
を
確
認
す

る
た
め
、現
況
届
の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

次
の
と
お
り
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。 

※
所
得
が
一
定
額
以
上
の
場
合
、手
当
額
が

変
更
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

※
現
況
届
の
提
出
が
な
い
場
合
、６
月
分
以

降
の
手
当
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。 

受
付
期
間
　
６
月
１
日

〜
３０
日

 

　
午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
５
時
１５
分（
土
・
日

曜
日
は
除
く
） 

受
付
場
所
　
児
童
課（
市
役
所
２
階
） 

　
な
お
、下
表
の
と
お
り
出
張
受
付
を
行
い

ま
す
。 

※
６
月
１３
日

、
２１
日

は
児
童
科
学
館
の

み
で
の
受
け
付
け
と
な
り
ま
す
。 

持
ち
物 

・
受
給
者
あ
て
通
知
書（
現
況
届
） 

・
印
鑑（
朱
肉
を
使
う
も
の
） 

・
厚
生
年
金
等
加
入
の
方
は
受
給
者
の
方
の

健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
写
し
ま
た
は
、

年
金
加
入
証
明
書 

・
振
込
口
座
を
変
更
さ
れ
る
方
は
、受
給
者

名
義
の
銀
行
預
金
通
帳 

・
平
成
２７
年
１
月
２
日
以
降
に
津
島
市
に
転

入
さ
れ
た
方
は
、平
成
２７
年
度
児
童
手
当

用
所
得
証
明
書（
平
成
２７
年
１
月
１
日
に

住
民
票
の
あ
っ
た
市
町
村
で
発
行
し
た
も

の
）　 

問
合
　
児
童
課
児
童
・
保
育
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
２
２
３
・
２
２
２
４ 

 

平
成2

7

年
度
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付

金
の
申
請
に
つ
い
て 

消
費
税
率
引
き
上
げ
の
影
響
等
を
踏
ま
え
、

子
育
て
世
帯
に
対
し
て
、臨
時
特
例
的
な
給

付
措
置
を
行
い
ま
す
。 

対
象
　 

・
津
島
市
で
平
成
２７
年
６
月
分
の
児
童
手
当

を
支
給
さ
れ
る
方（
特
例
給
付
は
除
く
） 

・
所
属
庁
で
証
明
を
受
け
た
公
務
員
の
方 

支
給
額
　
対
象
児
童
１
人
に
つ
き
３
千
円 

受
付
期
間
　
６
月
１
日

〜
１２
月
１
日

　
午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
５
時
１５
分（
土
・
日

曜
日
は
除
く
） 

 

                      

受
付
場
所
　
児
童
課（
市
役
所
２
階
） 

　
な
お
、右
表
の
と
お
り
児
童
手
当
と
合
わ

せ
て
出
張
受
付
を
行
い
ま
す
。 

申
請
方
法
　
児
童
手
当
現
況
届
と
一
体
と
な

っ
て
い
る
申
請
書
（
請
求
書
）
欄
に
記
入
・

捺
印
し
て
く
だ
さ
い
。 

そ
の
他
　「
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
」

の
振
り
込
め
詐
欺
や
個
人
情
報
の
詐
取
に

ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

問
合
　
児
童
課
児
童
・
保
育
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
２
２
３
・
２
２
２
４ 

佐
織
特
別
支
援
学
校
高
等
部
教
育
相
談
会
 

児
童
手
当
の
現
況
届
 

６
月
２２
日

〜
２８
日

「
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
」
強
化
週
間
 

６
月
１
日

〜
３０
日

暴
走
族
追
放
強
調
月
間
 

平
成
２７
年
度
子
育
て
世
帯
臨
時
 

特
例
給
付
金
の
申
請
に
つ
い
て
 

受付場所 

市役所１階 

会議室 

神守支所 

神島田公民館 

南文化センター 

中央公民館 

児童科学館 

６月   １日 ～  ５日  
  ８日 ～１０日 ・１２日  

　　１５日  
　　２２日 ～２６日
　　２９日 ・３０日

１１日 ・１６日

１７日

１８日

１９日

１３日 ・２１日

午前９時～午後５時 

午前１０時～午後４時 

午後１時～４時 

午後１時～４時 

午後１時～４時 

午前１０時～午後４時 

日　　　程 受付時間 

児童手当・子育て世帯臨時特例給付金出張受付会場一覧表 
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中
小
企
業
者
を
対
象
と
し
た
運
転
資
金
お

よ
び
設
備
資
金
を
融
資
す
る
制
度
で
す
。
た

だ
し
新
規
開
業
者
は
対
象
外
で
す
。
 

通
常
資
金
 

融
資
対
象
　
従
業
員
５０
人（
商
業
・
サ
ー
ビ
ス

業
３０
人
）以
下
の
個
人
、会
社
、医
療
法
人
、

企
業
組
合
 

限
度
額
　
５
０
０
０
万
円
 

受
付
窓
口
　
市
内
取
扱
金
融
機
関
お
よ
び
津

島
商
工
会
議
所
 

納
税
状
況
の
確
認
　
所
得
税（
法
人
の
場
合

は
法
人
税
）、事
業
税
、県
民
税
、市
民
税
を

確
認
し
ま
す
。
 

小
口
資
金
 

融
資
対
象
　
従
業
員
２０
人（
商
業
・
サ
ー
ビ
ス

業
５
人
）以
下
の
個
人
、会
社
、医
療
法
人
、

企
業
組
合
 

限
度
額
　
１
２
５
０
万
円（
既
存
の
保
証
協

会
の
保
証
付
き
融
資
残
高
を
含
む
） 

受
付
窓
口
　
市
内
取
扱
金
融
機
関
、市
ま
た

は
津
島
商
工
会
議
所
 

納
税
状
況
の
確
認
　
所
得
税（
法
人
の
場
合

は
法
人
税
）、事
業
税
、県
民
税
、市
民
税
を

確
認
し
ま
す
。
 

※
小
規
模
企
業
等
振
興
資
金
の
相
談
窓
口
は

「
愛
知
県
信
用
保
証
協
会
」
　
　
　
　
　

1
０
１
２
０
ー

４
５
４
ー

７
５
４
 

く
ら
し
を
育
て
る
資
金
融
資
制
度
 

教
育
に
係
る
資
金
、医
療
・
介
護
に
係
る
資

金
、出
産
・
育
児
に
係
る
資
金
、自
動
車
に
係

る
資
金
を
必
要
と
す
る
市
民
を
対
象
と
す
る

融
資
制
度
で
す
。
 

限
度
額
 
２
０
０
万
円
 

融
資
期
間
 
１０
年
以
内
 

勤
労
者
等
住
宅
資
金
融
資
制
度
 

市
内
に
居
住
す
る
勤
労
者
等
に
対
す
る
、

住
宅
の
新
築
、増
改
築
等
の
資
金
、分
譲
住
宅

（
マ
ン
シ
ョ
ン
を
含
む
）お
よ
び
中
古
住
宅
の

購
入
資
金
、住
宅
用
地
の
購
入
資
金（
２
年
以

内
に
住
宅
建
築
予
定
の
も
の
に
限
る
）の
た

め
の
融
資
制
度
で
す
。
 

限
度
額
　
２
０
０
０
万
円
 

融
資
期
間
 
３５
年
以
内
 

 ※
各
制
度
に
は
、各
種
融
資
条
件
が
あ
り
、取

扱
金
融
機
関
に
お
い
て
融
資
の
審
査
が
行

わ
れ
ま
す
。
 

問
合
　
い
ち
い
信
用
金
庫
津
島
営
業
部
 

　
　
　
1
２４
ー

９
１
１
１
 

　
　
　
東
海
労
働
金
庫
津
島
支
店
 

　
　
　
1
２５
ー

１
１
５
１
 

 

  

 締
め
た
か
な
　
 

　
　
　
後
ろ
の
席
も
　
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
 

後
部
座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
着
用
が
義
務

化
さ
れ
て
い
ま
す
。
後
部
座
席
の
方
も
シ
ー

ト
ベ
ル
ト
を
着
用
す
れ
ば
、交
通
事
故
の
被

害
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

ま
た
、チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
は
、子
ど
も
の

体
格
に
合
い
、座
席
に
確
実
に
固
定
で
き
る

物
を
選
び
、取
り
付
け
は
後
部
座
席
を
お
す

す
め
し
ま
す
。チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
正
し
い

取
り
付
け
が
子
ど
も
の
命
を
守
り
ま
す
。
 

問
合
　
地
域
・
安
全
課
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
Ｇ

　
　
内
線
２
３
６
２
 

   過
去
２
年
間
の
実
施
状
況
を
公
表
し
ま
す
。
 

情
報
公
開
制
度
 

皆
さ
ん
と
市
と
の
信
頼
関
係
を
深
め
る
た

め
、行
政
情
報
を
広
く
公
開
す
る
制
度
で
す
。
 

※
請
求
に
よ
り
、市
の
保
有
す
る
行
政
文
書

の
開
示
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

個
人
情
報
保
護
制
度
 

市
が
保
有
す
る
個
人
情
報
を
適
正
に
取
り

扱
い
、市
民
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る
た
め

の
制
度
で
す
。
 

※
個
人
情
報
の
本
人
は
、そ
の
取
り
扱
い
の

状
況
を
確
認
す
る
た
め
、自
己
情
報
の
開

示
、訂
正
お
よ
び
利
用
停
止
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
 

                       問
合
　
総
務
課
庶
務
Ｇ
　
内
線
２
３
５
１
 

実施機関別の請求件数 

実施機関 ２６年度 
市長 １２ 
議長 １ 
教育委員会 １３ 
選挙管理委員会 １ 
公平委員会 １ 
監査委員 １ 
農業委員会 ２ 
固定資産評価審査委員会 １ 
消防長 ６ 
公営企業（上下水道部） ３ 

２５ 
４ 
１３ 
４ 
４ 
４ 
４ 
４ 
８ 
４ 

２５年度 実施状況 ２６年度 
請求件数 

処
理
状
況 

４１ 
公開 ２０ 
部分公開 ９ 
非公開 ０ 
不存在 １０ 
取下げ ２ 

７４ 
１４ 
２１ 
１０ 
２３ 
６ 

２５年度 

不服申立 なし 

実施機関別の請求件数 

実施機関 ２６年度 

市長 ２７ 
農業委員会 

消防長 
０ 

２５年度 

１９ 

１ 
１ １ 

実施状況 ２６年度 

開示請求件数 

処
理
状
況 

２８ 

開示 ２４ 

一部開示 ３ 

不開示 １ 

不存在 ０ 

取下げ ０ 

２１ 

１５ 

１ 

１ 

３ 

１ 

２５年度 

訂正の請求 

利用停止の請求 なし 

不服申立 

各
融
資
制
度
の
ご
案
内
 

６
月
１１
日

〜
２０
日

シ
ー
ト
ベ
ル
ト
着
用
徹
底
強
化
旬
間
 

小
規
模
企
業
等
振
興
資
金
制
度 

く
ら
し
を
育
て
る
資
金
融
資
制
度 

勤
労
者
等
住
宅
資
金
融
資
制
度 

情
報
公
開
制
度
 

個
人
情
報
保
護
制
度
 

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
制
度
 

の
実
施
状
況
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２０
％
の
プ
レ
ミ
ア
ム
付
「
つ
し
丸
商
品
券
」

の
販
売
を
行
い
ま
す
。 

現
在
、実
施
に
向
け
て
関
係
機
関
と
協
議

を
進
め
て
お
り
、「
市
政
の
ひ
ろ
ば
」
７
月
号

に
詳
細
を
掲
載
し
ま
す
。 

問
合
　
つ
し
丸
商
品
券
発
行
事
務
局（
津
島

商
工
会
議
所
内
）　
1
２８
ー

２
８
０
０ 

        

国
民
健
康
保
険
税
の
所
得
割
額
や
高
額
療

養
費
の
１
カ
月
あ
た
り
の
自
己
負
担
限
度
額

の
区
分
の
判
定
な
ど
は
、前
年
の
１
月
か
ら

１２
月
ま
で
の
１
年
間
の
所
得
を
も
と
に
決
め

ら
れ
ま
す
。 

所
得
の
申
告
を
さ
れ
な
い
と
、国
民
健
康

保
険
税
が
割
高
に
算
定
さ
れ
る
こ
と
や
、高

額
療
養
費
の
自
己
負
担
限
度
額
が
上
位
所
得

者
と
判
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方
で
、

収
入
が
無
か
っ
た
、少
な
か
っ
た
な
ど
の
理
由

で
申
告
を
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、必
ず
所
得
申

告
を
し
て
く
だ
さ
い
。 

な
お
、公
的
年
金
収
入
や
給
与
収
入
が
あ

っ
た
方
は
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

問
合
　
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
１
２
５
〜
２
１
２
９ 

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
 

国
民
健
康
保
険
か
ら
の
お
知
ら
せ
 

所
得
申
告
の
お
願
い
 

福祉医療費助成制度は、下表に該当する方が医療機関にかかる場合、医療保険の自己負担額が無料に
なる制度です。 
この制度を利用するには、受給者証の交付を受けるなど申請が必要です。該当される方は、早めに手
続きをしてください。 

問合　保険年金課医療・年金Ｇ　内線２１２３・２１２４ 

※償還払･･･一度医療機関で自己負担額を支払った後、後日市への請求により医療費の支給を受ける方法。   

助成内容 

助成内容 
所得等制限 

対　　　　　象 
受　給　資　格 

区分 

子ども医療 

新規の申請手続き 
に必要なもの 備考 

生
活
保
護
法
な
ど
公
的
制
度
で
医
療
費
の
助
成
を
す
で
に
受
け
て
い
る
方
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。 

・０歳児から小学校3年生（９歳に達する年度末)
まで 
・入院のみ中学校卒業（１５歳に達する年度末）
まで（※償還払） 

・小学校４年生から１８歳に達する年度末まで 
　（上記の場合を除く） 

無 

有 
市民税所得割額
５万円以下 

・印鑑、健康保険証 

・平成２７年１月２日以降
に他市町村から転入の
方は、市町村民税課税
証明書も必要です。 

医療保険の自己負担額 

障がい者医療 

・身体障害者手帳１級から３級、４級の腎臓機
能障害または４級から６級の進行性筋萎縮症
の方 

・療育手帳（Ａ・Ｂ判定）の方 
・自閉症状群と診断された方 

無 

・印鑑、健康保険証 
・身体障害者手帳また
は療育手帳 
・自閉症状群について
は医師の診断書 

医療保険の自己負担額 

母子・父子家庭 
医療 

・１８歳に達する年度末までの児童（以下「１８
歳以下の児童」という）を現に扶養する母子
家庭の母、父子家庭の父 
・上記の母、父が扶養する１８歳以下の児童 
・父母のいない１８歳以下の児童 

有 
児童扶養手当法
による児童扶養
手当の所得制限
基準額 

・印鑑、健康保険証 
・母子・父子家庭を証
する書類（児童扶養
手当、遺児手当の各
証書等） 
・平成２７年１月２日以
降に他市町村から転
入の方は、前住所地
での市町村民税課税
証明書が必要です。 

医療保険の自己負担額 

精神障がい者 
医療 

・精神障害者保健福祉手帳に、障がい等級
が１級または２級である者として記載され
ている方（※償還払） 

・自立支援医療費を支給する旨の認定を受け
た方 

無 
・印鑑、健康保険証 
・精神障害者手帳、自
立支援医療受給者証
の写し 

・印鑑、健康保険証 
　（障がい者の方は障
がい者医療と同様、
母子・父子家庭の方
は母子・父子家庭医
療と同様、精神障が
い者の方は精神障害
者手帳、自立支援医
療受給者証の写し） 

・精神病床への入院に
支払った医療保険の
自己負担額 

・指定自立支援医療機関
における精神通院に支
払った医療保険の自己
負担額（医療に要する
費用の１０％。ただし自
己負担上限額以内） 

後期高齢者 
福祉医療 

７５歳（一定の障がいがある方は６５歳）以上で
次の要件に該当する方 
・障がい者、および母子・父子家庭の父母で各
　福祉医療の受給要件に該当する方 
・戦傷病者特別援護法に規定する戦傷病者 
・精神障がい者、結核患者で公費負担の受給
　要件に該当する方 
・精神障害者保健福祉手帳に、障がい等級が
　１級または２級である者として記載されてい
　る方 
・市民税非課税世帯に属するねたきりの方お
　よび重度、中度の認知症状態にある方 
・自立支援医療費を支給する旨の認定を受け
　た方（※償還払） 

一部有　 
・母子・父子家庭
の父母の方は児
童扶養手当法に
よる児童扶養手
当の所得制限基
準額 
・ねたきりの方お
よび認知症の状
態にある方は市
民税が非課税の
世帯 

医療保険の自己負担額 
ただし、自立支援医療
認定による該当者は、
指定自立支援医療機関
における精神通院に支
払った医療保険の自己
負担額（医療に要する
費用の１０％。ただし自
己負担上限額以内） 

ご存知ですか？福祉医療費助成制度 

「市政のひろば」つしま2015.6１０ 

市役所　124-1111 お知らせ 
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